
租税特別措置法 

 

第三章 法人税法の特例 

第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例 

（特定船舶の特別償却） 

第四十三条 青色申告書を提出する法人で政令で定める海上運送業（以下この項において

「特定海上運送業」という。）を営むものが、令和三年四月一日から令和八年三月三十

一日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するもの

として政令で定める船舶のうち次の各号に掲げるもの（以下この条において「特定船

舶」という。）でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定

船舶を製作して、これを当該法人の特定海上運送業の用に供した場合（所有権移転外リ

ース取引により取得した当該特定船舶をその用に供した場合又は政令で定める法人以外

のものが貸付けの用に供した場合を除く。）には、その用に供した日を含む事業年度の

当該特定船舶の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわら

ず、当該特定船舶の普通償却限度額と特別償却限度額（当該特定船舶の取得価額に当該

各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。）

との合計額とする。 

一 その法人の海上運送法第三十九条の五に規定する認定外航船舶確保等計画（以下この

号及び次号において「認定外航船舶確保等計画」という。）に記載された同法第三十九

条の二第二項第二号に規定する特定外航船舶（以下この号及び次号において「特定外航

船舶」という。）のうち当該認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された

本邦対外船舶運航事業用船舶（同法第三十九条第二項第三号に規定する本邦対外船舶運

航事業者等の営む同法第三十五条第三項第五号に規定する対外船舶運航事業の用に供す

るための特定外航船舶をいう。）であることにつき財務省令で定めるところにより証明

がされたものに該当する外航船舶（本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する

船舶をいう。以下この項において同じ。） 当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに

該当するかに応じそれぞれ次に定める割合 

イ その法人の海上運送法第三十九条の十四に規定する認定先進船舶導入等計画（先進

船舶（同法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶をいう。イにおいて同じ。）の

導入に関するものに限る。）に記載された先進船舶（環境への負荷の低減に著しく資

するものとして政令で定める船舶に限る。次号イ及び第三号イにおいて「特定先進船

舶」という。） 百分の三十（日本船舶（船舶法第一条に規定する日本船舶をいう。

以下この項において同じ。）に該当するものについては、百分の三十二） 

ロ イに掲げる船舶以外の船舶 百分の二十七（日本船舶に該当するものについては、

百分の二十九） 



二 特定外航船舶のうちその特定外航船舶に係る認定外航船舶確保等計画に従つて取得

し、又は製作されたものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた

ものに該当する外航船舶（前号に掲げる船舶を除く。） 当該外航船舶が次に掲げる船

舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合 

イ 特定先進船舶 百分の二十八（日本船舶に該当するものについては、百分の三十） 

ロ イに掲げる船舶以外の船舶 百分の二十五（日本船舶に該当するものについては、

百分の二十七） 

三 前二号に掲げる船舶以外の外航船舶 当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当

するかに応じそれぞれ次に定める割合 

イ 特定先進船舶 百分の十八（日本船舶に該当するものについては、百分の二十） 

ロ イに掲げる船舶以外の船舶 百分の十五（日本船舶に該当するものについては、百

分の十七） 

四 外航船舶以外の船舶 百分の十六（環境への負荷の低減に著しく資するものとして政

令で定めるものについては、百分の十八） 

２ 前項の規定は、確定申告書等に特定船舶の償却限度額の計算に関する明細書の添付が

ない場合には、適用しない。 

 

附 則 （令和五年三月三一日法律第三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

一～十一 （略） 

十二 第十条中租税特別措置法第十一条第一項第一号及び第二号の改正規定、同項第三号

を同項第四号とし、同項第二号の次に一号を加える改正規定、同法第四十三条第一項第一

号及び第二号の改正規定、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に一号を加える

改正規定、同法第五十九条の二第一項の改正規定（「令和二年三月三十一日」を「令和七

年三月三十一日」に改める部分を除く。）、同条第四項の改正規定並びに同条第六項の改正

規定並びに附則第二十九条第一項及び第四十二条第一項の規定 海上運送法等の一部を

改正する法律（令和五年法律第   号）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 

 

（法人の減価償却に関する経過措置） 

第四十二条 新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が附則第一条第十二号に

定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定船舶（同日前に締結した契約に

基づき取得をするもの（以下この項において「経過特定船舶」という。）を除く。）につ

いて適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に

規定する特定船舶（経過特定船舶を含む。）については、なお従前の例による。 



２ 旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する法人の施行日以後に終了する各事

業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場

合において、同項中「三年を経過する日」とあるのは、「三年を経過する日（災害その

他やむを得ない事情により同日までにその特定技術基準対象施設の部分について行う改

良のための工事を完了することが困難となつた特定技術基準対象施設として財務省令で

定めるものについては、当該報告を行つた日以後五年を経過する日）」とする。 

以上 

 

 


